
令和２年第４回取手市議会定例会議事日程（第４号） 

 

令和２年１２月３日（木）午前１０時開議 

 

日程第１ 議案第６０号 取手市介護保険条例及び取手市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例について 

 議案第６３号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第２ 議案第６１号 取手市保育所設置条例の一部を改正する条例について 

 議案第６２号 取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３ 議案第６４号 取手市生産緑地地区の区域の規模に関する条例について 

 議案第６７号 取手市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 議案第６８号 市道路線の変更について 

 議案第６９号 市道路線の認定について 

 議案第７０号 市道路線の廃止について 

日程第４ 議案第６５号 （仮称）取手市立博物館建設基金設置条例及び（仮称）取

手市立博物館建設審議会条例の廃止等に関する条例につい

て 

日程第５ 議案第６６号 取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第７３号 指定管理者の指定について 

日程第７ 議案第７４号 取手市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消し

について 

日程第８ 議案第７５号 令和２年度取手市一般会計補正予算（第７号） 

日程第９ 議案第７６号 令和２年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予

算（第２号） 

 議案第７７号 令和２年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号） 

 議案第７８号 令和２年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

 議案第７９号 令和２年度取手市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 10 意 見 書 案 

第 １ ４ 号 

日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書につい

て 

日程第 11 休会の件  

 



議 案 付 託 表 

令和２年第４回定例会 

 

○総務文教常任委員会 

事 件 の 番 号 件          名 

議案第６５号 （仮称）取手市立博物館建設基金設置条例及び（仮称）取手市立博物館建設

審議会条例の廃止等に関する条例について 

議案第６６号 取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第６７号 取手市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第７３号 指定管理者の指定について 

議案第７４号 取手市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消しについて 

 

〇福祉厚生常任委員会 

事 件 の 番 号 件          名 

議案第６０号 取手市介護保険条例及び取手市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第６１号 取手市保育所設置条例の一部を改正する条例について 

議案第６２号 取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

議案第６３号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案第７７号 令和２年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第７８号 令和２年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第７９号 令和２年度取手市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

〇建設経済常任委員会 

事 件 の 番 号 件          名 

議案第６４号 取手市生産緑地地区の区域の規模に関する条例について 

議案第６８号 市道路線の変更について 

議案第６９号 市道路線の認定について 

議案第７０号 市道路線の廃止について 

議案第７６号 令和２年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第２号） 

 

〇一般会計決算・予算審査特別委員会 

事 件 の 番 号 件          名 

議案第７５号 令和２年度取手市一般会計補正予算（第７号） 

 

 



  

 

議案第７５号 令和２年度一般会計補正予算（第７号） 

質疑通告一覧表 

 

令和２年第４回定例会 

質疑

順位 
質疑者 

質疑事項 

（一般会計に係る決算事項） 

質疑要旨 

（質疑事項について具体的に記入） 

議案書のペー

ジ等 

１ 小 池 悦 子 

議 員 

 

放課後子どもクラブ運営

業務委託について 

１ 管理者 

２ 職員体制 

議案書P8 

民間保育園入所に要する

経費について 

１ 戸頭北保育所の廃止に伴う、移籍準

備費２万円の根拠 

議案書P21 

保育所の施設整備に要す

る経費について 

１ 井野なないろ保育所と地域子育て

支援センターの建設に伴う周辺の家

屋補償費の経緯 

２ 工事前と工事後の状況調査 

３ 周辺住民の被害状況の把握と市の

対応 

議案書P22 

２ 落合信太郎 

議 員 

保育所の施設整備に要す

る経費について 

１ 家屋補償 議案書P22 

生活保護について １ 増加の分析 議案書P23 

 



意見書案第１４号 
 

 

日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書について 

 

上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出する。 

 

令和２年１２月３日 

 

取手市議会議長 
齋 藤 久 代 殿 

 

提出者 取手市議会議員  小 池 悦 子 

 

〃     〃     根 岸 裕美子 
 

 



日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書（案） 

 

 菅義偉首相は、日本学術会議第２５期会員任命に際し、日本学術会議から推薦された１０５

名の会員候補のうちの６名の任命を拒否しました。この件に対して、９６０もの学協会や大学

人の声明、映画・演劇や作家・劇作家などの表現者、宗派を超えた宗教者から、消費者団体や

自然保護団体まで１３０を超える諸団体の抗議の声が広く上がっています。 

 菅首相の人事権を口実とした今回の任命拒否は、科学者が戦争に動員された戦前の反省から

憲法に設けられた「学問の自由」や「政府からの独立性」、日本学術会議法の「推薦に基づい

て任命する」との規定から逸脱しています。従来、政府は「首相の任命権は形式的なものであ

る」としてきました。内閣がその法解釈を恣意的に変更することは違法であり認めることはで

きません。 

 この間の国会審議等で、菅首相は６名の任命拒否の理由を具体的に示すことなく、「総合

的・俯瞰的な活動を確保する観点から判断」、「バランスや多様性を考慮」などと抽象的な発

言を繰り返し、「事前の調整がなかった」と日本学術会議への責任転嫁まで行いました。それ

らのこと自体が不当であり、説明責任を果たしていません。 

 平和的復興、福祉に貢献し、学問の進歩に寄与することが目的の日本学術会議は、政治権力

に左右されない独立した機関です。自立性や独立性を保つことは、多様な角度から真理を追究

する学術研究を発展させ、社会全体が科学の成果を享受するために欠かせない重要なことで

す。菅首相の任命拒否は、学問の自由と人類の平和に努力する日本学術会議の原点を踏みにじ

るものに他なりません。 

 今回の日本学術会議に対する菅首相の不当介入は、許してはならない権力介入であり、「学

問の自由」にとどまらず「言論・表現・思想信条の自由」を揺るがすものです。まさに市民活

動にも波及する恐れがある重大事態です。 

 以上のことから、地方自治法第９９条の規定により、下記事項について意見書を提出しま

す。 

 

１ 日本学術会議が推薦した会員候補者６名を任命しなかった理由を明らかにすること 

２ 任命拒否を撤回し、会員候補者６名を速やかに任命すること 

 

 

 令和 ２年１２月  日 

 

 

茨城県取手市議会      

 

 

 

【提出先】内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 文部科学大臣 厚生労働大臣 

     財務大臣 経済産業大臣 総務大臣 法務大臣 農林水産大臣 環境大臣 

     国土交通大臣 外務大臣 防衛大臣 


